
東京都認知症施策推進計画の見直しについて

１ 東京都認知症施策推進計画の位置づけ

２ 計画の見直しの方向性

現在の社会情勢

○認知症基本法に基づき、東京都が策定した東京都の認知症施策に関する基本的・総合的な方向性を示すもので、区市町村が

計画を策定する際の参考となるもの

○本計画期間は、令和７年度から令和11年度までの５年間を対象とし、第10期東京都高齢者保健福祉計画の検討時期と合わせ、

令和８年度を目途に見直しを行う。

検討の進め方 ・起草ＷＧを中心に議論し、認知症施策推進会議（親会）や当事者部会等からも意見を集約

・区市町村現況把握調査、施策の進捗の把握・分析を実施

・パブリックコメントを実施

本計画は、東京都の認知症施策の推進に関連する他の計画と調和を保ちつつ見直しを行う。

• 東京都健康推進プラン２１ • 東京都住宅確保要配慮者
賃貸住宅供給促進計画

• 東京都高齢者保健福祉計画 • 東京都地域福祉支援計画 • 東京都障害者・障害児施策推進計画
• 東京都福祉のまちづくり推進計画

• 東京都地域防災計画

• 東京都保健医療計画 • 東京都医療費適正化計画

• 高齢者の居住安定確保プラン

他の計画との関係

資料５

〇 認知症基本法(令和５年法律第65号)の施行を受け、区市町村において認知症施策推進計画の策定が着実に進められている。
計画の策定状況：「既存計画を位置づける」（21.0％、13自治体）、「既存計画を位置づけた上で、次期改定時に作成」（33.9％、21自治体）、「新たに
作成」（11.3％、７自治体）、「方針を検討」（33.9％、21自治体）（令和７年度区市町村現況把握調査より）

〇 認知症基本法の成立を知らない方が、75.3％に上っている。（令和７年８月「認知症に関する世論調査」 内閣府政府広報室より）
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東京都認知症施策推進計画

5つの重点目標
【社会参加】

①認知症のある人・家族等の参画と社会参加の推進

②認知症のある人も含めた都民一人ひとりが安心安全に、希望
を持って暮らすことのできる地域づくり

③認知症のある人・家族等に対する適切な支援

④認知症の早期診断・早期支援、治療・ケア（介護）の充実

⑤認知症の発症メカニズムの解明、診断・治療、共生社会の推
進等のための研究

１ 認知症のある人に関する都民の理解の増進等

２ 認知症のある人の生活におけるバリアフリー化の推進

３ 認知症のある人の社会参加の機会の確保等

４ 認知症のある人の意思決定の支援及び権利利益の保護

７ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等

６ 認知症の早期の気づき、早期診断・早期支援

５ 相談体制の整備等

８ 研究等の推進等

重点目標を推進するための基本的施策

【地域づくり】

【相談支援】

【治療・ケア】

【研究】

認知症があってもなくても都民一人ひとりが相互に尊重し、支え合いながら共生し、
認知症になってからも尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる東京の実現

計画の理念

認知症は誰もがなり得ることから、都民の認知症に対する理解を深めること
により、認知症のある人やその家族等が良い環境で自分らしく暮らし続ける
ことができるよう、認知症があってもなくても、同じ社会の一員として地域をと
もに創っていくことが必要です。

社会福祉
協議会

教育
機関

金融
機関

医療機関
かかりつけ医
薬局・歯科医

介護事業者
障害福祉事業者
介護支援専門員

行政
民間
企業

地域
住民

商店

警察
消防

交通
機関家族会 当事者

活動

地域包括
支援センター


